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当社第 49 回定時株主総会における事前登録制（優先入場）と 

新型コロナウイルス感染症対策等に関するお知らせ 

 

2022 年 6 月 28 日（火）に当社第 49 回定時株主総会を開催するにあたり、新型コロナウイルス感染症

拡大防止と株主様の安全確保のため、座席の間隔を拡げることから、会場にご用意できる席数が大幅に

減少いたします。したがいまして、2020 年 4 月 2 日（同 14 日、同 28 日更新）に経済産業省と法務省よ

り発表された「株主総会運営に係る Q&A」に基づき、当社は本総会への株主様の出席について事前登録

制を採用し、事前登録された株主様に優先的にご入場いただくことといたします。 

 

事前登録制（優先入場）の詳細につきましては、下記のとおりでございますので、ご高覧の上、お間

違いのないようお願い申し上げます。 

 

【株主様へのお願い】 

株主様と当社役職員の感染リスクを避け、新型コロナウイルス感染症拡大防止をするため、本総会にご

来場いただかなくとも、議決権行使書の返送またはインターネット等により事前の議決権行使が可能で

ございます。詳細につきましては、招集通知をご覧ください。 

記 

 

１ 事前登録制について 

①ご出席いただくためには、事前登録が必要です。 

 

②本年は、感染症拡大防止のため、座席間隔を拡げることから、株主様にご用意できる席数は限られて

おります。事前登録をお申込みいただいた人数によっては、抽選とさせていただきます。 

 

③事前登録をご希望の方は、2022 年 6 月 17 日（金曜日）の午後 1 時までに、Ｅメールアドレス

（soukai@rt-group.jp）宛てに、下記事項をご記載の上、Ｅメールにてお申し込みください。 

(1)氏名／法人名（法人の場合は、ご出席いただく方の部署名・役職・氏名） 

(2)株主番号 

(3)所有株式数 

 



④お申し込みが確認できました方に対し、2022 年 6 月 23 日（木曜日）の午後 5 時までに入場の可否に

かかわらずＥメールでご連絡いたします。上述の事前登録をされない、もしくは抽選の結果、残念なが

ら落選された株主様におかれましては、議決権行使書の返送、またはインターネット等により事前の議

決権の行使をご検討いただきますようお願い申し上げます。 

 

※ 事前登録によって入場可能な株主様は、議決権行使書を持参のうえ、株主総会当日に受付までお越し

ください(事前登録の確認のため、特別に持参していただくものはございません)。 

※ 事前登録のお申込みの際、当社が取得した株主様の個人情報は本総会に関する業務以外に使用するこ

とはありません。 

※ ご利用のプロバイダーまたは携帯電話会社のセキュリティ等の設定により、当社からの送信後、株主

様のメールアドレス側にてブロックされ、メールをお受け取りいただけない可能性がございます。こ

の事象につきましては当社側で対応を行う事が出来ませんので、受信されるメールアドレス側にて、

ドメイン【rt-group.jp】からのメールの受信を有効とするよう設定をお願いいたします。設定方法に

ついては、お使いのメールソフト、プロバイダー等のマニュアルのご確認をお願いいたします。 

 

 

２ 本総会における新型コロナウイルス感染症の対策について 

①接触感染リスク低減のため、記念品の配布を取りやめております。 

②株主控室でのお飲み物の提供はございません。 

③株主総会に出席する当社役員、および運営スタッフは、マスク着用で対応させていただきます。 

④ご来場の株主様には、会場に用意いたしておりますアルコール消毒液での手消毒と、マスク着用のご

協力をお願いいたします。マスクを着用いただけない株主様の入場はお断りいたします。 

⑤会場にはサーモグラフィーカメラを設置し、ご来場の株主様に検温のご協力を依頼させていただく場

合がございます。 

⑥サーモグラフィーカメラまたは検温で、発熱が確認された株主様、その他体調不良と見受けられる株

主様は、ご入場をお断りする場合がありますのでご了承ください。 

⑦本総会における株主様のご質問は、本総会の目的である事項（議題に関するもの）に限定させていた

だき、本総会の議事は、例年より時間を短縮して最大１時間で終了させていただく予定でございます

ので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

３ 会場が使用不可となった場合の対応について 

 定時株主総会会場として予定している名古屋観光ホテルが使用できなくなった場合には、当社ホーム

ページ（https://www.resorttrust.co.jp/ir/stock/meeting/） にてお知らせした上で、当社名古屋本社会議

室（名古屋市中区東桜二丁目 18 番 31 号）において開催いたします。その場合には、会場が大変狭くな

りますので、出席者の距離を適切に保てなくなる事態を防止するために、株主様にご来場いただくこと

なく当社役員のみで定時株主総会を開催させていただきたく、株主様のご理解とご協力のほどお願い申



し上げます。 

 

４ 事前質問およびお問合わせ窓口について 

本年は、感染症拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、会場にご用意できる席数が大幅に減

少する見込みでございますので、株主様からは事前に質問を 2022 年 6 月 17 日（金曜日）まで受け付け

た上で、株主の皆様のご関心が高い事項については本総会でご説明し、後日、その内容（骨子）を当社

ホームページに掲載させていただきます。株主様からのご質問は、当社ホームページ「投資家情報」か

ら選択できる、「お問い合わせ・資料請求」（https://www.resorttrust.co.jp/inquiry/ir/）にて承ります。

「お問い合わせ内容」に、【第 49 回株主総会事前質問】と明示の上で、事前質問の内容を入力ください。

事前質問は、本総会の目的である事項（議題に関するもの）に限定させていただきます。 

 

また、会員様には、2020 年 2 月より「会員様 相談窓口」を開設しております。当社ホームページ「会

員様 相談窓口」（https://www.resorttrust.co.jp/support/）をぜひご活用ください。 

 

なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ホームページ

（https://www.resorttrust.co.jp/ir/stock/meeting/）においてお知らせいたします。 

 

 

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

以上 


